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特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

○
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
二
百
九
十
五
号
）

改

正

案

現

行

（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
）

（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
）

第
十
八
条

法
第
七
条
、
第
八
条
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
六
条
、
第
四

第
十
八
条

法
第
七
条
、
第
八
条
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
六
条
、
第
四

十
七
条
、
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事

十
七
条
、
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事

務
並
び
に
そ
の
事
務
に
係
る
法
第
六
条
の
二
、
第
三
十
四
条
の
二
、
第
三
十
六
条
の
二

務
並
び
に
そ
の
事
務
に
係
る
法
第
六
条
の
二
、
第
三
十
四
条
の
二
、
第
三
十
六
条
の
二

、
第
四
十
三
条
の
二
、
第
四
十
四
条
の
二
、
第
五
十
二
条
の
二
、
第
五
十
四
条
の
二
及

、
第
四
十
三
条
の
二
、
第
四
十
四
条
の
二
、
第
五
十
二
条
の
二
、
第
五
十
四
条
の
二
及

び
第
六
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事

び
第
六
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事

務
で
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
販
売
業
者
、
役
務
提
供
事
業
者
、
統
括
者

務
並
び
に
訪
問
販
売
に
係
る
取
引
、
連
鎖
販
売
取
引
、
特
定
継
続
的
役
務
提
供
に
係
る

、
勧
誘
者
、
一
般
連
鎖
販
売
業
者
又
は
業
務
提
供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者
の
業
務
に
係

取
引
及
び
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
に
関
す
る
法
第
六
十
条
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の

る
も
の
は
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
二
以
上
の
都
道
府
県
の

権
限
に
属
す
る
事
務
で
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
販
売
業
者
、
役
務
提
供

区
域
に
わ
た
り
訪
問
販
売
に
係
る
取
引
、
連
鎖
販
売
取
引
、
特
定
継
続
的
役
務
提
供
に

事
業
者
、
統
括
者
、
勧
誘
者
、
一
般
連
鎖
販
売
業
者
又
は
業
務
提
供
誘
引
販
売
業
を
行

係
る
取
引
若
し
く
は
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
の
公
正
及
び
購
入
者
等
の
利
益
が
害
さ

う
者
の
業
務
に
係
る
も
の
は
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
二
以

れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
主
務
大
臣
が
そ
の
事
態
に
適
正
か
つ
効
率
的
に
対
処
す
る
た
め

上
の
都
道
府
県
の
区
域
に
わ
た
り
訪
問
販
売
に
係
る
取
引
、
連
鎖
販
売
取
引
、
特
定
継

特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
都
道
府
県
知
事
か
ら
要
請
が
あ
つ
た
と
き
は

続
的
役
務
提
供
に
係
る
取
引
若
し
く
は
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
の
公
正
及
び
購
入
者

、
主
務
大
臣
が
自
ら
そ
の
事
務
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

等
の
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
主
務
大
臣
が
そ
の
事
態
に
適
正
か
つ
効
率
的

に
対
処
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
都
道
府
県
知
事
か
ら
要
請

が
あ
つ
た
と
き
は
、
主
務
大
臣
が
法
第
六
条
の
二
、
第
七
条
、
第
八
条
、
第
三
十
四
条
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の
二
、
第
三
十
六
条
の
二
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
三
条
の
二
、
第
四

十
四
条
の
二
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条
、
第
五
十
二
条
の
二
、
第
五
十
四
条
の
二

、
第
五
十
六
条
、
第
五
十
七
条
及
び
第
六
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す

る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２

法
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
並
び
に

（
新
設
）

そ
の
事
務
に
係
る
法
第
十
二
条
の
二
及
び
第
六
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規

定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
の
通

信
販
売
に
つ
い
て
の
広
告
が
さ
れ
た
場
所
又
は
地
域
を
含
む
都
道
府
県
の
区
域
を
管
轄

す
る
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
二
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
に

わ
た
り
通
信
販
売
に
係
る
取
引
の
公
正
及
び
購
入
者
等
の
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が

あ
り
、
主
務
大
臣
が
そ
の
事
態
に
適
正
か
つ
効
率
的
に
対
処
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
都
道
府
県
知
事
か
ら
要
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
主
務
大
臣
が

自
ら
そ
の
事
務
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

３

法
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
並

（
新
設
）

び
に
そ
の
事
務
に
係
る
法
第
二
十
一
条
の
二
及
び
第
六
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

で
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業

者
の
電
話
勧
誘
販
売
に
係
る
勧
誘
の
相
手
方
が
当
該
勧
誘
を
受
け
た
場
所
を
含
む
都
道

府
県
の
区
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
二
以
上
の

都
道
府
県
の
区
域
に
わ
た
り
電
話
勧
誘
販
売
に
係
る
取
引
の
公
正
及
び
購
入
者
等
の
利

益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
主
務
大
臣
が
そ
の
事
態
に
適
正
か
つ
効
率
的
に
対
処

す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
都
道
府
県
知
事
か
ら
要
請
が
あ
つ

た
と
き
は
、
主
務
大
臣
が
自
ら
そ
の
事
務
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

４

訪
問
販
売
に
係
る
取
引
、
連
鎖
販
売
取
引
、
特
定
継
続
的
役
務
提
供
に
係
る
取
引
及

（
新
設
）
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び
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
に
関
す
る
法
第
六
十
条
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
に

属
す
る
事
務
で
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
販
売
業
者
、
役
務
提
供
事
業
者

、
統
括
者
、
勧
誘
者
、
一
般
連
鎖
販
売
業
者
又
は
業
務
提
供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者
の

業
務
に
係
る
も
の
は
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
主
務
大
臣
が

自
ら
そ
の
事
務
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

５

通
信
販
売
に
係
る
取
引
に
関
す
る
法
第
六
十
条
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属

（
新
設
）

す
る
事
務
は
、
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
の
通
信
販
売
に
つ
い
て
の
広
告
が
さ

れ
た
場
所
又
は
地
域
を
含
む
都
道
府
県
の
区
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ

と
と
す
る
。
た
だ
し
、
主
務
大
臣
が
自
ら
そ
の
事
務
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

６

電
話
勧
誘
販
売
に
係
る
取
引
に
関
す
る
法
第
六
十
条
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限

（
新
設
）

に
属
す
る
事
務
は
、
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
の
電
話
勧
誘
販
売
に
係
る
勧
誘

の
相
手
方
が
当
該
勧
誘
を
受
け
た
場
所
を
含
む
都
道
府
県
の
区
域
を
管
轄
す
る
都
道
府

県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
主
務
大
臣
が
自
ら
そ
の
事
務
を
行
う
こ
と
を

妨
げ
な
い
。

７

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
条
の
二
、
第
七
条
、
第
八
条
、
第

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
条
の
二
、
第
七
条
、
第
八
条
、
第
三
十
四
条
の
二
、
第

十
二
条
の
二
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
二
十
一
条
の
二
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十

三
十
六
条
の
二
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
三
条
の
二
、
第
四
十
四
条
の

三
条
、
第
三
十
四
条
の
二
、
第
三
十
六
条
の
二
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四

二
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条
、
第
五
十
二
条
の
二
、
第
五
十
四
条
の
二
、
第
五
十

十
三
条
の
二
、
第
四
十
四
条
の
二
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条
、
第
五
十
二
条
の
二

六
条
、
第
五
十
七
条
又
は
第
六
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
主
務
大

、
第
五
十
四
条
の
二
、
第
五
十
六
条
、
第
五
十
七
条
又
は
第
六
十
六
条
第
一
項
か
ら
第

臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
行
つ
た
都
道
府
県
知
事
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
結
果
を
主

三
項
ま
で
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
行
つ
た
都
道
府
県
知
事
は

務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
速
や
か
に
、
そ
の
結
果
を
主
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

第
一
項
本
文
、
第
二
項
本
文
、
第
三
項
本
文
、
第
四
項
本
文
、
第
五
項
本
文
及
び
第

３

第
一
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
中
同
項
本
文
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
主
務

六
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
中
第
一
項
本
文
、
第
二
項
本
文
、
第
三
項
本
文
、

大
臣
に
関
す
る
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
に
関
す
る
規
定
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
適
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第
四
項
本
文
、
第
五
項
本
文
及
び
第
六
項
本
文
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
主
務
大
臣
に

用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

関
す
る
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
に
関
す
る
規
定
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
適
用
が
あ

る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

み
そ
、
し
よ
う
ゆ
そ
の
他
の
調
味
料

（
新
設
）

三
〜
五
十
八

（
略
）

二
〜
五
十
七

（
略
）

別
表
第
三
（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
三
条
関
係
）

一
〜
十
一

（
略
）

一
〜
十
一

（
略
）

十
二

易
断
を
行
う
こ
と
又
は
易
断
の
結
果
に
基
づ
き
助
言
、
指
導
そ
の
他
の
援
助
を

十
二

易
断
を
行
う
こ
と
。

行
う
こ
と
。

十
三
〜
二
十

（
略
）

十
三
〜
二
十

（
略
）

二
十
一

次
に
掲
げ
る
取
引
（
商
品
取
引
所
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
十
九

（
新
設
）

号
）
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
に
該
当
す
る
も
の
及
び

海
外
商
品
市
場
に
お
け
る
先
物
取
引
の
受
託
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法

律
第
六
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
海
外
商
品
市
場
に
お
け
る
同
条
第
一

項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
取
引
の
委

託
の
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
を
行
う
こ
と
（
い
ず
れ
も
当
該
取
引
の
決
済
に
必
要

な
金
銭
の
預
託
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。
）
。

イ

物
品
の
売
買
取
引
（
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
に
当
該
物
品
が
現
に
引
き
渡
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
除
く
。
）
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ロ

物
品
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
約
定
す
る
価
格
と
将
来
の
一
定
の
時
期
に
お
け
る

現
実
の
当
該
物
品
の
価
格
の
差
に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ
る
金
銭
の
授
受
を
約
す
る

取
引

ハ

商
品
指
数
（
二
以
上
の
商
品
た
る
物
品
の
価
格
の
水
準
を
総
合
的
に
表
し
た
数

値
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
約
定
す
る
数
値
と
将
来
の
一
定
の
時
期
に

お
け
る
現
実
の
当
該
商
品
指
数
の
数
値
の
差
に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ
る
金
銭
の
授

受
を
約
す
る
取
引

ニ

当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に
よ
り
当
事
者
間
に
お
い
て
イ
、
ロ
又
は
ハ
に
掲

げ
る
取
引
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
を
相
手
方
が
当
事
者
の
一
方
に
付

与
し
、
当
事
者
の
一
方
が
こ
れ
に
対
し
て
対
価
を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
取
引


